
Ⅰ.所得割 Ⅰ.所得割 Ⅰ.所得割

Ⅱ.均等割 Ⅱ.均等割 Ⅱ.均等割

Ⅲ.平等割 Ⅲ.平等割 Ⅲ.平等割

 　国民健康保険税の税額は、北海道が推計した国民健康保険に加入しているみなさまの病気やケガなど

 により、必要な医療費の総額（北海道全体の1年間分）を市町村へ配分し算出される医療保険分、平成20

 年度より導入された後期高齢者医療制度への支援金分の合計額で、それぞれ前年（令和7年1月～12月）の

 所得と令和8年4月1日現在での加入人数に応じて計算し、決定したものです。

 　なお、40歳以上65歳未満の方は上記の医療保険分と後期高齢者支援金分に介護納付金分を合算した

 額が保険税となります。

　 国民健康保険税は① 医療保険分、② 後期高齢者支援金分、③ 介護納付金分(40歳以上65歳未満の

 方のみ)、④子ども・子育て支援金の合計となります。

 ① ～ ④ それぞれに対し、Ⅰ：所得割（被保険者全員の前年所得にて算定）、 Ⅱ：均等割（被保険者一人ずつに

かかるもの）、Ⅲ：平等割（世帯単位でかかるもの）の各3要素から構成されます。

　　 ※ 介護納付金分について → 40歳以上65歳未満の方は、国民健康保険税の中で請求。
　 　　　　　　　　　　　 　　　      → 65歳以上の方は、介護保険課より別途請求されます。

①医療保険分 ②後期高齢者支援金分 ③介護納付金分 ④子ども・子育て支援金分
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中標津町国民健康保険税について(令和８年度)

☆保険税の仕組み

☆保険税の構成
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　令和8年度保険税率は下表のとおりです。

改正前 改正後 改正後 - 改正前

所得割 8.2% 8.2% -

均等割 26,400円　 26,400円　 -

平等割 28,000円　 28,000円　 -

限度額 660,000円　 670,000円　 10,000円　

所得割 2.6% 2.6% -

均等割 8,500円　 8,500円　 -

平等割 9,000円　 9,000円　 -

限度額 260,000円　 260,000円　 -

所得割 1.9% 1.9% -

均等割 8,500円　 8,500円　 -

平等割 6,600円　 6,600円　 -

限度額 170,000円　 170,000円　 -

所得割 - 0.29% 0.29%

均等割 - 1,100円　 1,100円　

平等割 - 1,000円　 1,000円　

限度額 - 30,000円　 30,000円　

　「子ども・子育て支援金制度」の開始に伴い、「子ども・子育て支援金分」が新たに加算されます。
この制度は少子化対策の促進を目的としており、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」など、
様々な子育て施策の財源として活用するため、それぞれの医療保険（国民健康保険や後期高齢者医療
保険、被用者保険等）の保険税（料）から負担していただくこととなっております。
　※「子ども・子育て支援金制度」とは
　　　…全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付等の拡充を通じて

　　　　子どもや子育て世帯を「社会全体で支えあう」仕組みです。詳細はこども家庭庁ＨＰをご覧ください。

☆令和８年度保険税率

　① 医療保険分

　② 後期高齢者支援金分

　③ 介護納付金分
　   （40歳以上65歳未満）

　④子ども・子育て支援金分



 43万円+57万円×（被保険者数（※1））+（給与所得者等の数（※2）-1)×10万円

 43万円+31万円×（被保険者数（※1））+（給与所得者等の数（※2）-1)×10万円

 43万円+（給与所得者等の数（※2）-1)×10万円

※１　4月1日時点の世帯内の国保被保険者数

　旧国保被保険者を含む（同じ世帯の中で国保から後期高齢者に移られた方を指します。）

（年度途中で新規加入される場合は、その年度のみ加入日時点の被保険者数で判定します。）

※２　一定の給与所得者（給与収入55万円超）、公的年金等に係る所得を有する者（公的年金収入が65歳未満60万円超、

　　　　（給与に専従者控除のみなし給与や青色専従者給与は含みません。）

＜軽減判定する所得について＞

・1月1日に65歳以上の方は、公的年金所得額から15万円を控除した額で判定します。

・専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して軽減を判定します。

・専従者給与をもらっている方は、その額を軽減判定する所得には使いません。

・分離譲渡所得は、特別控除前の所得額で判定します。

・免税牛（肉用牛）を売却した所得は、軽減を判定する所得に加算されます。

→

→

→

→
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　　　65歳以上125万円超）のいずれかに該当する者

　子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、未就学児（６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある方）にかかる国民健康保険税の均等割額が５割減額となります。

　また、均等割額には低所得者世帯における保険税軽減措置（７・５・２割）が設けられておりますが、

対象の未就学児の場合は軽減措置（７・５・２割）適用後の残りの均等割額が５割減額となります。

未就学児にかかる均等割額減額割合

 ① 軽減なし世帯 ５割軽減

 ② ２割軽減世帯 ６割軽減

 ③ ５割軽減世帯 ７．５割軽減

 ④ ７割軽減世帯 ８．５割軽減

☆低所得者における保険税軽減

 　国民健康保険では低所得者世帯に対 しての軽減があります。対象となるのは、Ⅱ：均等割と
Ⅲ：平等割 の２項目です。
　なお、令和８年度より軽減判定基準における基準額が２割軽減は「５６万円」が「５７万円」に、
５割軽減は「３０万５千円」が「３１万円」に拡大されました。

☆未就学児にかかる均等割額の減額措置

※未就学児均等割額減額後の保険税額が賦課限度額を超えている場
合は、賦課限度額が保険税額となります。



→  全額減免

→  半額減免

　 後期高齢者医療制度(以下後期と略す)の施行に伴い、国保から後期への移行により、被保険者の

 人数が減少する世帯に対し、下記の軽減措置が設けられております。

 　※ 措置１、２のいずれにつきましても、世帯主変更や、旧国保被保険者の世帯変更等がされた場合

 　　につきましては、軽減措置が受けられなくなります。

★軽減措置１　　平等割の軽減 ★軽減措置２　　軽減判定被保数の拡充

 　国保から後期に移行された方(旧国保被保険者) 　 国保から後期の移行に伴い、移行前に低所得

 が発生し、同世帯内において国保に残る被保険  世帯の軽減を受けていた場合に、従前と同じよう

 者が一人となった場合、以後5年間、医療保険分  な軽減を受けられるよう、旧国保被保険者として、

 と後期高齢者支援金分の平等割を半額とします。  前年所得と人数を含めて軽減判定をしています。

 　また、6年目からの3年間についても、平等割を

 4分の3として計算します。

 　また、被用者保険(公務員の共済組合、協会けんぽ、企業単位の健康保険組合など。※市町村

 国保や国保組合等は含まれません。)より後期高齢者医療制度に移行された場合、その被扶養者

 (旧被扶養者)となっていた方も保険が切れます。その後、旧被扶養者が国保に加入される際、65

 歳以上であれば、下記の保険税減免措置を受けることが可能です。

★減免措置１　　　旧被扶養者に係る減免措置

 ① 旧被扶養者分の所得割

 ② 旧被扶養者分の均等割

 ③ 旧被扶養者分の平等割
 (国保加入者が旧被扶養者のみの場合)

　法改正に伴い、令和６年１月より、国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、届出により

出産被保険者分の保険税の軽減が受けられます。

軽減される保険税および対象期間

○出産被保険者にかかる対象期間分の所得割額および均等割額

○対象期間

　・単胎妊娠：出産予定日または出産日の属する月の前月から４か月間

　・多胎妊娠：出産予定日または出産日の属する月の３か月前から６か月間

３か月前 ２か月前 １か月前 １か月後 ２か月後 ３か月後

単胎 出産日（予定日）

多胎 出産日（予定日）

☆後期高齢者医療制度施行に伴う特別措置

→  半額減免

☆産前産後期間にかかる保険税の軽減措置

※②,③の減免は、「低所得者における保険軽減」の5割及
び、7割軽減に該当となっている世帯に対しては適用されま
せん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、②,③の減免は、平成31年4月より国保の資格取得日
の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施するこ
ととなり、平成30年度以前からの加入者についても適用され
ます。


